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第３回江府町議会定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 平成23年３月７日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

宇田川 潔 川 上 富 夫 越 峠 惠美子

日野尾 優 上 原 二 郎 田 中 幹 啓

川 端 雄 勇 森 田 智

○応招しなかった議員

長 岡 邦 一
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第３回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成23年３月７日（月曜日）

議事日程

平成23年３月７日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第4 議案第７号 江府町特別職等の給与の特例に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第８号 江府町区長の設置条例の一部改正について

日程第６ 議案第９号 江府町課室設置条例の一部改正について

日程第７ 議案第10号 江府町営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第８ 議案第11号 江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第12号 江府町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて

日程第10 議案第13号 江府町特別導入事業基金条例の一部改正について

日程第11 議案第14号 江府町営駐車場に係る指定管理者の指定について

日程第12 議案第15号 第４次江府町総合計画後期基本計画の策定について

日程第13 議案第16号 鳥取県西部ふるさと振興基金の廃止に伴う財産処分に関する協議につい

て

日程第14 議案第17号 一般国道 181号（江府道路）道路改築事業に関連する町道洲河崎下安井

線橋りょう新設工事及び取付道路工事の施行に関する基本協定の締結に

ついて

日程第15 議案第18号 平成23年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算

日程第16 議案第19号 平成23年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

日程第17 議案第20号 平成23年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

日程第18 議案第21号 平成23年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）予算

日程第19 議案第22号 平成23年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

予算
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日程第20 議案第23号 平成23年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘

定）予算

日程第21 議案第24号 平成23年度鳥取県日野郡江府町介護老人保健施設特別会計予算

日程第22 議案第25号 平成23年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計予算

日程第23 議案第26号 平成23年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計予算

日程第24 議案第27号 平成23年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計予算

日程第25 議案第28号 平成23年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計予算

日程第26 議案第29号 平成23年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計予算

日程第27 議案第30号 平成23年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算

日程第28 議案第31号 平成23年度鳥取県日野郡江府町江尾財産区特別会計予算

日程第29 議案第32号 平成23年度鳥取県日野郡江府町神奈川財産区特別会計予算

日程第30 議案第33号 平成23年度鳥取県日野郡江府町米沢財産区特別会計予算

日程第31 議案第34号 平成22年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７号）

日程第32 議案第35号 平成22年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予

算（第２号）

日程第33 議案第36号 平成22年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第４号）

日程第34 議案第37号 平成22年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正

予算（第３号）

日程第35 議案第38号 平成22年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計補正予算（第２号）

日程第36 議案第39号 平成22年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第４号）

日程第37 議案第40号 平成22年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘

定）補正予算（第２号）

日程第38 議案第41号 平成22年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）

日程第39 議案第42号 平成22年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第４号）

日程第40 議案第43号 平成22年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第

３号）
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日程第41 議案第44号 平成22年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第42 議案第45号 平成22年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第43 議案第46号 平成22年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）

日程第44 予算特別委員会の設置について

日程第45 陳情書の処理について

出席議員（８名）

１番 宇田川 潔 ２番 川 上 富 夫 ４番 越 峠 惠美子

５番 日野尾 優 ６番 上 原 二 郎 ８番 田 中 幹 啓

９番 川 端 雄 勇 10番 森 田 智

欠席議員（１名）

７番 長 岡 邦 一

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 宮 本 正 啓

総務課長 影 山 久 志 町民生活課長 西 田 哲

福祉保健課長 本 高 善 久 建設課長 太 田 厚

農林産業課長 瀬 島 明 正 教育振興課長 山 川 浩 市

農林産業課長参事 大 田 敏 朗 企画政策課長 矢 下 慎 二
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午前１０時３０分開会

○議長（越峠 惠美子君） おはようございます。本日の欠席通告はございません。失礼いたしま

した。長岡邦一議員の１名ですが、定足数に達しております。

これより、平成２３年第３回江府町議会定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配付のとおりであります。

地方自治法第１２１条の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配付した報告

書のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（越峠 惠美子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第１１８条の規定により、議長において、９番、川端雄勇 議員、１０番、森田智 議員

の両名を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（越峠 惠美子君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

過般、議会運営委員会が開かれ審議された結果、議会運営委員長からお手元に配付のとおり答

申を受けたので、お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より３月１８日までの１２日間

といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１２日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（越峠 惠美子君） 日程第３、諸般の報告を行います。初めに、議長報告を行います。１

２月議会以降の議会活動については、お手元に配付しました議会活動報告のとおりであり、説明

を省略しご覧いただくことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書が、議長の手元に提出されております。

詳細については、事務局の方でご覧願います。

続いて、町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただ

きます。
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○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（越峠 惠美子君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） １２月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に行政報告各課

別をお配りいたしております。これによりまして、主な事業につきましてご説明させていただき

ますのでよろしくお願い申し上げます。

先ず、１２月３１日、町営奥大山スキー場におきまして大規模な雪崩災害により４人の尊い命

を失いました。本当に亡くなられました皆様に対しまして、心よりご冥福をお祈り申し上げたい

と思います。事故発生以来、それぞれの対応をしていただきました。議員の皆様にも都度都度、

全員協議会を開催していただきまして、対応をいただいたところでございます。職員につきまし

ても、４９日まではご遺族の皆様のお宅にお邪魔いたしまして、お線香をあげさせていただきな

がら、精一杯江府町としての対応をさせていただきました。また、現在におきましても同じよう

な気持ちで対応をいたしておるところでございます。誠に残念なことではございましたけども、

奥大山スキー場災害対策本部を設置しながら、対応いたしたところでございます。また、１月２

７日には、合同追悼式を行わせていただきました。町内外から１５７名の多くの皆さんにご参列

いただき、災害犠牲者のご冥福を申し上げ、哀悼の意を捧げたところでございます。また年末か

らの大雪に対しまして、雪害対策本部を設置し、江府町雪害対策に係る協定に基づきまして、雪

下ろし等雪害対策を行っておりました。実施件数は、２月末で１２件となっておるところでござ

います。

併せて、緊急ではございましたが、江府町豪雪緊急支援金制度、雪害によりまして被害を受け

られました住宅等の緊急な復旧に対しまして、支援する制度を制定いたしたところでございます。

数多くの災害が発生しておりまして、少しでも町としても住民の皆様にご支援出来ればと、設置

いたしたところでございますが、現在まで申請件数は１５件となっておるところでございます。

今後、それぞれ建築業者さんの点検とかお願いしておられるようですので、この１５件の数字は

伸びるものと推察いたしているところでございます。

次に第４次江府町総合計画（後期分）の審議会を開催いただきました。この度の議会に本日、

提案させていただくわけでございますが、３月１日に委員長の方から答申を受けたところでござ

います。

これを受けまして、ご提案申し上げるところでございます。

次に江府町地域情報通信基盤整備事業。平成２２年度実施いたしてまいりました大型事業でご

ざいますが、２月２０日現在、進捗率は９４．７％でございます。加入接続率は９１．８％、１，
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０５０世帯でございます。加入接続率は全世帯１，１４４世帯、つまり特養とか鏡ヶ成、事業所

等も含んでおる数字でございますので、９１．８％の接続率をいただいているところでございま

す。事業につきましては、３月末までには完全に終わりたいということで、２月２０日以降も順

次、工事が進められております。

次に保健関係、４ページでございます。保育園の子ども達ですけども、フッ化物洗口の実施を

行っております。２月７日以降、毎日午前１０時に行っておるところでございます。

併せて、国民健康保険運営協議会の開催をいただきまして、平成２２年度の補正予算並びに新

年度の対応についてご協議を申し上げたところでございます。

また、鳥取大学医学部生の教育実習の診療所に受け入れを行って、実施したところでございま

す。

次に９ページ、少し飛ばせていただきますけども、教育関係でございます。学校教育におきま

しては、１月３１日から２月２日にかけまして、第３２回になります西ノ島交歓スキー教室、同

町の５年生の交流を行ったところでございます。総勢４６名が参加いたしたところでございます。

西ノ島町２０名、江府町２６名という内容でございます。一時期、当該施設におきまして大阪の

方から起こしになりましたお子様と同施設での授業になりましたので、急性胃腸炎という状況に

なりまして、大変議会の皆様にもご心配を掛けてまいりました。また本町の子ども達、西ノ島の

子どもも感染したわけでございますけど、症状も軽い状況の中で終了したというのは、幸いでは

なかったかと思います。

保育関係でございますが、２月３日に入園説明会を実施いたしました。新入園希望の１２名を

含めまして、６２名の見込みで今現在考えておるところでございます。

最後に生涯スポーツの中で、２月２７日江府町少年少女野球教室が江府町の運動公園で実施さ

れ、鳥取キタローズの選手を講師に迎えて、小学生２７名、中学生１３名が参加をいたしまして、

指導を受けたところでございます。

以上、行政報告に代えさせていただきます。

○議長（越峠 惠美子君） ただ今の報告について、ご質問があればお受けいたします。

ないので、日程第３、諸般の報告は終わります。

・ ・

日程第４ 議案第７号 から 日程第４３ 議案第４６号

○議長（越峠 惠美子君） 日程第４、議案第７号、江府町特別職等の給与の特例に関する条例の

一部改正についてから、日程第４３、議案第４６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町特定環境
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保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）まで、以上４０議案を一括議題とします。

町長から、行財政方針の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（越峠 惠美子君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 平成２３年度予算案等を本議会に提出するにあたり、その概要と財政施

策の方針を申し上げ、予算の対応をご説明申し上げます。少し時間をいただければと思います。

本議会を通じまして、町民の皆さんには財政改革に対します深いご理解とご協力を賜っており

ますこと、心よりお礼申し上げます。更なる積極的なまちづくりへの予算化もお願い申し上げた

いところでございます。さて、我が国の経済動向を見てみますと景気は足踏み状態にあります。

一部、持ち直しに向けた動きはみられるものの、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい

状況にあります。今後の見通しは海外経済の改善傾向や各種財政政策による持ち直しの機会とと

もに為替レートの変動などによる景気悪化の懸念、デフレや雇用悪化懸念等により先行きの不透

明さが依然残る状況であります。また、国の財政は少子高齢化、生産年齢人口の減少が進む中、

さらに厳しさを増し、三年連続国債発行が税収を上回るような、国債に依存した財政運営が続き、

厳しい状況にあります。

国の平成２３年度の予算につきましては、「成長と雇用を最大テーマ」とし、景気回復とデフ

レ脱却を目指し、国民生活を第一に置き、持続的な成長基盤を築くため、概ね昨年並みの規模の

予算編成をおこなっております。

地方財政に大きな影響のある普通交付税においては、「地域活性化・雇用等対策費」の創設や

単位費目への各種活性化推進事業の算入等により増額見込みであり、地方財政の財源確保が図ら

れています。

また国においての政治につきましては、先日報道されましたように前原外務大臣辞任というよ

うな不安定な状況が続いており、予算案並びに予算関係法案の行く末が心配であります。

また世界を見渡しますと大変自由化の波が起きております。その影響が、油価格等に跳ね返っ

ており、相当高価格な状況が見られております。いずれにいたしましても国内外、大きな心配を

しながらみておるところでございますが、本町の財政推進につきましては、粛々と進めて参りた

いと考えております。

本町の平成２３年度予算でございますが、歳入は、町税の減少を見込む一方、歳入の４４％を

占める地方交付税については、国の予算において「地域活性化や雇用対策」また、法人税減税に

伴う措置等による加算が盛り込まれるため増額を見込んでおります。

－８－



歳出につきましては、公債費が平成２２年度から減少に転じましたが、依然として多額の償還

が続いております。財政の健全化を前提に、投資的事業は下水道整備、また継続事業で実施いた

します洲河崎、下安井線の橋梁工事など町民の皆様の生活インフラ整備等を重点に、引き続き必

要最小限といたし、ソフト事業・継続事業を中心に計上して参っております。

新年度予算も雪害対策等もあり、厳しい予算編成となりましたが、国・県等の有利な制度を極

力利用しながら財源を確保し、節約と工夫により住民サービスの向上につとめて参ります。

少し、具体的に申し上げます。平成２３年度予算の主な事業といたしましては、子育て関係費

として、県助成に町単独部分による対象枠を上乗せし「子宮頸がん予防接種や小児肺炎球菌ワク

チン・ヒブワクチン等の予防接種助成」を行います。事業費約１，６５９万１，０００円を実施

します。なお、先日来、報道にあるように小児肺炎球菌ワクチン・ヒブワクチンにつきましては、

死亡例も発生し厚生労働省等から当分の間、控えるようにと支持が緊急に参ったところでござい

ますので、実施に向けては今後国との情報交換等踏まえて対応して参りたいと考えておるところ

でございます。

福祉・高齢者関係費としては、福祉事務所機能を活用するとともに、各種予防事業や高齢者買

物支援等、安心生活のための支援を行います。

生活環境整備関係費の内、下水道事業については、２地区の完成を目指すとともに、上下水道

の維持管理と町営バスによる安全な生活交通を維持して参りたいと思っております。生活基盤の

充実を図って参ります。

農林産業関係費は、新規事業として、野菜の実験栽培への取り組み助成、畜産環境向上モデル

事業への取り組みと、水路等の農業基盤整備に引き続き取り組んでまいります。

また、奥大山江府町のブランドイメージアップ及び確立を図って参りたいと考えております。

教育関係費といたしましては、保育園から小中学校の一貫した教育体制の充実を図るとともに、

引き続き学力向上事業を行い、子供たちの教育環境の整備を進めます。

継続的事業としましては、高規格道路建設事業にともないます「町道洲河崎下安井線改良工

事」事業費約１億４，３００万円。また、特別会計で美用地区の集落排水事業、杉谷地区の調査

設計などを計画しております。

雇用対策の取り組みといたしましては、最終年度となりますが、引き続きふるさと雇用再生特

別交付金事業及び緊急雇用創出事業、事業費４，３１２万７，０００円。延べ３３人で実施し、

さらなる雇用環境の改善を図って参ります。

このほか、平成２２年度に予算計上いたしておりますが、「きめ細かな交付金事業」により、
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保育園舎の改修事業、庁舎トイレ改修、情報発信事業（ホームページのリニューアルでございま

す。）、町道改修等を明許繰越により平成２３年度に実施いたしてまいります。

また、平成２２年度に実施いたしました、地域情報通信基盤整備事業により、町民の皆様に、

ブロードバンド環境をご提供できるようになりました。

これに伴い、ブロードバンドサービスや町独自のサービス提供のため、管理運営の委託費等を

計上いたしております。

平成２３年度も引き続き、各種メニューによる「にこにこ事業」事業費２４３万７，０００円、

１０事業を実施し、町民の皆さまが元気で笑顔になる事業を実施いたします。

平成２３年度一般会計歳入歳出総額は、３２億１，１００万円、前年対比１０２．４６％であ

ります。

別途特別会計といたしまして１５会計歳入歳出予算１７億９，０４７万１，０００円、一般会

計と合わせますと５０億１４７万１，０００円となります。前年対比１０６．６５％であります。

平成２３年１月末現在の人口３，５０６人、世帯数１，１３８戸でございます。単純計算いた

しますと町民一人当たり１４２万７，０００円となります。昨年と比べ、７万３，０００円増額

いたしておるところでございます。一世帯あたりに換算いたしますと４３９万５，０００円とな

っております。こちらは１７万７，０００円の増額となったところでございます。引き続き、節

約と工夫により職員一丸となって無駄のない効果的な行政運営を行い、安全で安心して住民の皆

様が暮らせるよう「小さくとも元気で明るい輝きのあるまちづくり」にむけ、更に努力を続けて

いくことをお誓い申し上げる次第であります。

何卒、本議会を通じまして町民皆さんの深いご理解とご協力を重ねてお願い申しあげます。

以下費目ごとにご説明いたしたいと存じます。

主たる項目のみ申し上げますので、細目につきましては予算書の係数等に目を通していただき

たいと思います。

歳入につきましてですが、町税７億９，５５５万２，０００円、前年対比は９７．７３％でご

ざいます。歳入に占める構成比は２４．８％となっておるところでございます。固定資産税につ

きましては、中国電力関連の固定資産税が入ってくるわけでございますけども、年々償却資産の

償却によりまして、新年度は４億８，４８４万８，０００円を見込んだところでございます。次

にたばこ税でございます。８２２万２，０００円を見込んでおります。昨年対比７７．２４％で

ございます。昨年のたばこ税の引き上げ等による影響も本町においても大きく出ていると思いま

す。併せて健康志向ということで、禁煙をされる町民の方々も増えているのではないかと思いま
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す。

次に地方交付税でございます。１４億５００万円を計上いたしております。昨年対比１０７．

２５％でございます。構成比で言いますと４３．８％になっております。次に国庫支出金１億９，

０６９万９，０００円、前年対比１２４．９４％でございます。次に県支出金２億７，７５５万

２，０００円、前年対比９２．４０％でございます。繰入金１億３９４万４，０００円、前年対

比１１３．８４％でございます。なお繰入金のうち、４，４００万円減債基金を取り崩して繰り

入れることにしておりますが、ご承知いただきますように老健施設あやめを建設の時に町民債を

発行させていただきました。これが２３年度満期になりますので、減債基金を取り崩し、繰入金

といたしたところでございます。

歳入の最後でございますが、町債でございます。２億２，５３０万円を予定させていただいて

おります。前年対比９０．９６％でございます。その内訳は、臨時財政対策債１億２，０００万

円。過疎債７，０６０万円。辺地債３，４７０万円といたしたところでございます。

次に歳出でございます。議会費５，３３６万６，０００円、対前年９２．７７％。総務費４億

７，４４２万３，０００円、前年対比９９．９７％。民生費６億４，８５３万９，０００円、対

前年１０７．４８％。衛生費３億７５６万円、１０５．０２％。農林水産業費３億６，４２１万

３，０００円、対前年９７．４７％。商工費６，１０９万７，０００円、３３６．５３％。土木

費２億３，１１５万１，０００円、１２０．７２％。消防費７，６５６万５，０００円、１０４．

０９％。教育費１億８，５１４７万５，０００円、対前年９７．８７％。公債費７億５，１９５

万７，０００円、対前年９４．０１％でございます。以下主要事業及び歳出予算の主たる項目に

つきまして説明をいたします。

先ず、総務管理関係でございます。国においては、地域主権改革に沿った地方財政への対応と

して、昨年度並みの財源確保が図られたところではありますが、本町におきましては、税収の減

少、ピークは過ぎたものの依然として高水準の公債費、扶助費等義務的経費の増額により厳しい

財政状況には代わりありません。

本町の行財政改革においては、定員管理に基づく職員の適正配置、機構改革による事務事業の

見直し、人件費の削減に努め、職員自らが積極的な意識改革を実践し、取り組んでいるところで

あります。

新年度におきましても、引き続き人件費の削減、町長１８％、副町長１０％、教育長１０％の

削減に努めながら、住民皆様と共に行財政改革に取り組んで参りたいと存じます。そのためにも、

行財政の透明化を図り、情報公開に努め、住民皆様との情報の共有化を推進いたします。特に町
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のホームページを、より解りやすく誰でも利用していただけるように改め、速やかな情報提供に

努めてまいりたいと存じます。また、町内全域に整備いたしました光ケーブルの活用により、情

報提供を積極的に行ってまいりたいと考えております。

また、昨年７月、日野郡の共通課題の解決のため、鳥取県と日野郡三町で「鳥取県日野地区連

携・共同協議会」を立ち上げたところです。協議会においては、障害者雇用、母子保健分野にお

ける発達支援、物品等の共同発注、悪質訪問販売の防止等消費者行政等事務の共同化を行ってい

るところですが、引き続き情報交換等行いながら、共同化による事務の効率化、行政サービスの

充実を図って参りたいと思います。

高齢化社会を迎え、近年、悪質な訪問販売による被害が深刻化しており、架空請求や振り込め

詐欺など多くの消費者トラブルが発生いたしております。この防止啓発として全戸に卓上のぼり

旗を配布することといたしております。また、対応策といたしまして、相談窓口を開設し、鳥取

県消費者生活センター並びに黒坂警察署と連携を深め、被害の防止に努めて参ります。

次に、情報通信格差の是正につきましては、地上デジタル放送への対応といたしまして、日野

中継局（古峠山）の完成により、ＮＨＫと民放三局全ての放送が開始され、町内が放送エリアと

なりました。しかし、地形条件等により受信できない地域に対して、世帯当りの負担額の多い共

聴施設の改修や新設に支援いたしました。今後、７月２４日のアナログ放送終了後にすべての世

帯が視聴できるよう、国やＮＨＫとともに啓発や支援をいたして参ります。

また、携帯電話につきましては、全域がいずれかの事業者でカバーされておりますが、新たな

高規格通信サービスも始まっており、引き続き通話品質改善を事業者へ要望して参りたいと思い

ます。

ブロードバンド環境につきましては、基盤整備が完了し、首都圏並みのサービスを享受できる

ようになりました。今後は、これを活用したサービス提供の仕組みづくりについて検討して参り

ます。

平成２２年には「江府町男女がともに輝くまちづくり条例」が制定され、町民・企業・地域の

団体が一体となって、男女共同参画社会の実現に向け取り組みを強化推進いたしております。

また集落コミュニティにつきましても、本年度は５集落へ助成を計画いたしております。

バス対策におきましては、町営バス導入から２年が経過いたしました。小中学生の登下校をは

じめ、町民の皆様に多くご利用いただいております。また今後につきましても、町民の皆様のご

意見をお聞きしながら、「江府町地域公共交通会議」において協議し、対応して参りたいと考え

ております。
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また、体の不自由な方、バス路線区域外の方などが利用されるタクシーにつきましては、地域

交通確保のため、引き続き支援を行います。

交通安全対策におきましては、近年増加しております高齢運転手の交通事故抑制のため、運転

免許証自主返納制度を利用されました方に、町営バスの回数券もしくは江尾タクシーの利用券の

助成を行います。

次に企業誘致につきましては、昨年８月、サントリー工場の増設の可能性についての評価委員

会では、「環境にほとんど影響なし。」という結果報告を頂いたところでありますが、今後につ

きましても、将来にわたって町の進展につながるよう慎重に対応して参りたいと考えております。

また、モニタリング調査は引き続き実施し、監視体制を継続して参ります。

さらに、新たな企業誘致につきましても、厳しい経済状況の中でありますが、努力をいたして

まいります。

次に戸籍住民基本台帳関係でございます。本町の１月末の世帯数は１，１３８世帯で、昨年１

月と比較し３世帯減少し、人口は３，５０６人で４９人減少しており、平成２２年中の出生数９

人、死亡者３８人と、年間２９人の自然減少が続いている状況であります。

住民により身近な行政推進の一環として実施しております防災・情報センターと総合健康福祉

センターにおける住民窓口の利用状況といたしましては、２２年度は本年１月末で２７０件、ま

た、週二回の窓口延長も５５件のご利用をいただいております。また、平成２３年４月１日から

パスポートの申請、交付の事務を行っているところでありますが、平成２３年１月末で３６件の

取扱いをいたしたところであります。今後とも住民の皆様の身近な行政推進に努力をしてまいり

ます。

次に社会福祉関係でございます。少子化対策の一環として、昨年度から町独自で行っていまし

た中学校までを対象にしていた医療費助成は本年度から鳥取県特別医療費助成制度となり、県全

体で保護者の医療費負担の軽減を図ってまいることになりました。

また、高齢者対策として、高齢者が気軽に集い、楽しく過ごしていただくための場として実施

いたしました「ほっとサロン」を本年度も各集落で実施し、さらに各集落において自主ボランテ

ィアグループの育成を図るため助成を行ってまいります。

さて、介護老人保健施設あやめは、昨年度、指定管理業務等について協議を行い、平成２３年

度から引き続き日野病院組合へ３年間の指定管理期間をいたすことになり、さらに、地域の介護

施設として安定した介護サービスの提供に努めて参ります。

人権・同和対策事業といたしましては、人権尊重のまちづくりを基本に町同和教育推進協議会
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と連携しながら、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例の具現化をめざし、人権が大切に

される元気で明るいまちづくりの推進のために、より効果的な研修・講座・懇談会・相談事業等

を開催いたします。

次に児童福祉関係でございます。社会情勢の変化に伴いまして、子どもたちを取り巻く生活環

境も急速に変化し、保護者の子育て環境においても不安を抱えている状況にあります。

子供の国保育園では、低年齢保育が増加状況にあるとともに、保育サービスの要望も多様化傾

向にありますが、子育て状況の把握を行うとともに保育所での子どもの育ちを就学以降の生活や

学びに繋げていくよう保育サービスの充実を図ってまいります。本年度は、子育環境の充実を図

るためファミリーサポートセンター事業を実施することといたしております。

次に保健衛生費でございます。７５歳以上の高齢者の健診は、後期高齢者医療制度において医

師の指示がある方のみが心電図及び貧血の検査を行うことになっておりますが、高齢者の心臓病

などの発生状況を踏まえ、本町単独事業として本年度においても７５歳以上の方、全員にこの検

査を実施し、病気の早期発見に努めてまいります。

また、子育て支援の一環として本年度からワクチン関係の全額無料化を実施いたしますけども、

先ほどご説明いたしましたように、ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンにつきましては、厚生

労働省の支持により実施については見合わせをしていきたいと思います。予算としては、整備さ

せていただきたいと思います。特に、町独自として子宮頸がんワクチンでございますけども、対

象者を中学校一年生から高校二年生とし、国の基準より一学年対象学年を拡充し実施してまいり

ます。引き続きインフルエンザ予防接種の一部公費負担も実施してまいります。また、一歳未満

のお子さんがおられる世帯を対象に「奥大山の水」を進呈する「元気！健やかこうふ 育児スタ

ートアップ事業」も継続してまいりたいと思います。

次に清掃費でございます。本町の廃棄物処理につきましては、し尿処理施設「清化園」、可燃

ごみ処理施設「クリーンセンターくぬぎの森」、資源・不燃ごみは「リサイクルプラザ」で処理

またはリサイクルされております。今後とも町民皆さんの更なるごみの分別、減量化にご協力を

いただきながら、循環型社会の構築並びに環境保全に対する町民の意識改革を行いながら、住み

よい町づくりを図って参りたいと存じます。

昨年度から、集落内の環境美化と地域の連帯を深めることを目的に、５年間の継続事業として

「環境美化」支援事業を実施いたします。また、昨年度から実施いたしております町内一斉清掃

の日を定例化いたして参りたいと考えております。

失業対策についてですが、これは先ほど延べさせていただきましたようにそれぞれ行政並びに
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関係機関とも連携しながら、延べ３３人の雇用促進に努めて参りたいと考えております。

農林水産業関係でございます。先ず、農業費関係でございます。農林水産業及び農山村は、食

糧の安定供給のみならず地域社会の活力維持、国土、自然環境の保全水源涵養等、我国経済社会

の発展と国民生活の安定に不可決な役割を果たしており、一層の発展を図る必要がございます。

しかしながら、地球温暖化に伴う異常気象、農業従事者の高齢化、後継者不足とこれに伴う耕

作放棄地の増加等農林水産業をとりまく情勢は厳しさを増しておるのが、現状でございます。

さらには、国政におけるＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）への参加検討の表明により、

関税撤廃、貿易自由化がもたらす食糧自給率の大幅な下落が危惧されるなど、国内農業は危機的

状況にあると言えます。こうしたきびしい認識のもと、本町の恵まれた自然環境と共存した足腰

の強い農林業の基盤づくりに取り組むことが重要であると考えます。

平成１２年度から始まった「中山間地域等直接支払い制度」は、昨年度から５年間の第三期が

スタートいたしました。前期対策より３協定多い２７協定、４６２ヘクタールで取り組まれてお

り、８，９２１万３，０００円を計上いたしております。

また水田農業におきましては、昨年度「モデル対策」として実施されました戸別所得補償制度

が本格実施されます。この制度は、販売を目的とした作物の栽培面積に応じて交付される「米の

所得補償」、麦・大豆・飼料作物・新規需要米など「戦略作物」を対象とした「水田利活用の所

得補償」にあわせて、麦・大豆・そば・なたねなどの品質、販売数量に応じて交付される「畑作

物の所得補償（数量払い）」からなるものです。また、本事業の推進に当たりましては、水田農

業推進協議会に代わり、新たに「江府町地域農業再生協議会（仮称）」を組織し、江府町農業公

社等と連携を図りながら、生産調整だけでなく担い手の育成、集落営農等の組織作り、耕作放棄

地対策等農地の有効活用など幅広く一元的に取り組んでまいります。

また、平成２１年度から集落営農のモデル地区として取り組んでまいりました美用地区におき

まして、昨年８月に三集落が一体となった「美用営農組合」が設立され、本年度も引き続き補助

事業の導入等支援を行ってまいります。

農産物の振興につきましては、白ネギ等々、主力産品では、産地強化を図るとともに、新規作

物導入についても勧めてまいります。また、「大山スイカ」につきましては、倉吉農業高等学校

が取り組む「大山スイカプロジェクト」との連携により特産品化を目指すほか、各地域での取り

組みを支援してまいります。

ブルーベリー観光農園につきましては、町を代表する新しい観光スポットとなりましたが、樹

体の成長に伴い、今後は本年３月１日施行の「６次産業法」を受け、関係機関と連携を図り、国
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等の事業活用について検討してまいります。

「環境王国奥大山ブランド」の取り組みにつきましては、水稲の食味向上の取り組みを継続し、

県を代表するブランド米産地を目指すとともに他の農産物、加工品におきましても取り組みをす

すめ、他の環境王国認定自治体との連携を強化し、全国販売へつなげてまいります。

畜産につきましては、繁殖和牛における優良雌牛の導入による母牛改良を促進するため、従来

の導入助成事業に併せて、町単独基金による導入牛貸付制度をスタートさせます。

農業基盤関連におきましては、水路を中心に省力化を図るための新農業水利システム保全対策

事業の実施並びに新規事業採択へ向けて努力いたします。また、県営南大山地区農免農道につき

ましては、早期完了を目指して本年度も引き続き袋原から柿原区間内の工事促進が行なわれます。

完了予定は、平成２３年度であります。

次に林業関係でございます。本町総面積の約８２％、１万ヘクタールを占める森林は、木材の

生産の場であるとともに、国土保全、水資源の涵養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止等

多面的な機能を有しております。

民有林９，２３２ヘクタールの内人工林は４，７３６ヘクタールで、４齢級から７齢級の間伐

を必要とする人工林が約９割の４，２８５ヘクタールの現況であります。

こうした中、国及び県の補助事業を活用した計画的な間伐・搬出事業を促進し、資源の循環利

用と災害に強い水土保全林、森林と人との共生林の整備を図っていきます。

このため、適切な森林整備を通じて森林の有する多面的機能の発揮を図るため、国、県の財政

支援を受けて交付金を交付する「森林整備地域活動支援事業」を引き続き実施、また、関係機関

と連携を図り、計画的な森林保育を推進して参ります。

又、鳥獣被害対策につきましては、関係団体のご協力をいただきながら農林水産物被害対策と

してイノシシ等の個体数の調整と鳥獣の侵入防止柵の設置を積極的に行って参ります。

商工費。商工業の現状は非常に厳しく、現状を打破することは町単独では困難ですが、まちづ

くりの視点を大切としまして、地域の高齢者等が安心して買い物ができる機会の維持などについ

て、今後とも商工会等との連携をして参りたいと考えます。

新規事業といたしましては、安全、安心な地域生活を確保するためコミュニティビジネスモデ

ル支援事業の実施をいたします。

観光につきましては、自然景観・文化・歴史等の地域資源を大切にし、地域の皆さんや各種団

体、町外の諸団体との連携協力により、国内外との交流人口の増加を図り、観光と産業との関連

を促進し、環境観光をキーワードとして、更なる地域の自然と歴史文化の掘り起こしを図りたい
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と考えております。

また、本町の代表的観光施設であります奥大山スキー場の安全対策として、昨年末の雪崩災害

を教訓として２４時間気象観測装置の設置、防災監視カメラの設置、雪崩防止柵の設置等により

安全確保に万全を期してまいります。

土木費、道路橋梁関係でございます。安全確保のための道路維持管理に努めると伴に、冬期間

の道路交通の確保をしてまいります。

新設改良として、平成２２年度に着手した町道洲河崎下安井線橋梁新設工事の早期完成を図り

ます。２３年度は橋脚工事・条件護岸工事を計画しております。

また国・県道の改良、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業、治山事業につきましては、安全な町

づくりのため、関係機関と協力しながら早期完成と新規事業の要望を行なって参ります。

住宅費。定住促進を目的に、佐川に建設されている江府町民間活用賃貸住宅の資金が本年から

債務負担行為として予算計上いたしたところでございます。及び震災に強いまちづくり促進事業

を実施することといたしております。また、建築後１５年経過した町営住宅の家賃の軽減事業を

実施するため、条例改正の提案を行っているところであります。

消防費でございます。昨年１１月１２日に、愛知県蒲郡市で開催されました、第２２回全国消

防操法大会に江府町消防団第一分団が鳥取県代表として出場し、全国優勝を勝ち取ることができ

ました。日ごろの訓練の成果が遺憾なく発揮されたものと思います。引き続き消防団員の確保に

努め、消防力の強化を図って参ります。町民の皆様にも消防団活動へのご理解を深めていただけ

るよう、消防団員の所属する事業所や消防活動に協力していただける事業所を「江府町消防団協

力事業所」として指定を行います。

近年の異常気象により、各地で多くの自然災害に見舞われております。本町におきましても、

昨年は、三八豪雪以来とも言われる豪雪に見舞われ、大災害が発生し豪雪対策本部を立ち上げ対

策を講じたところです。

災害はいつ発生するともかぎりません。災害時に備えて、防災体制に万全を期したいと存じま

す。そのためにも、「江府町防災の日」を定め、町民の皆様のご協力も得ながら、防災訓練等を

実施いたします。また、各集落の自主防災組織の充実を図り、連携して災害時における要援護者

の支援体制を確立するなど、地域防災にも力を注いでまいりたいと思います。

次に教育費でございます。教育の基本方針といたしまして、「人権を重んじ人を敬う町民」

「自然や文化を愛する知性豊かな町民」「家庭や家族を愛する人間味豊かな町民」の三点を江府

町のめざす人間像として、あらゆる教育の場で育成を図って参ります。
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学校教育では、児童生徒の「生きる力」を育むことをめざし、「知・徳・体」のバランスのと

れた教育の推進を図り、「やさしさ」と「たくましさ」を併せ持つ児童生徒の育成に努めます。

また、児童生徒が充実した学校生活を送ることができるよう教育環境の整備も行います。

社会教育では、「明日へ生きる私を求めて」の生涯学習の基本テーマのもと、活力と生きがい

に満ちた美しいふるさとづくりを推進するため、郷土を愛し、郷土に誇りを持つ、健康で行動力

に富む人づくりを進めて参ります。

住民の学習意欲の高まりや学習活動の活性化を踏まえまして、諸事業の展開に努めて参ります。

また、少子・高齢化の進むなか、学校・家庭・地域社会の連携強化の中核的役割を担うコーディ

ネーターとして、また保育から小、中の連携推進のために本年度から町単独で指導主事を配置し、

教育課程上の諸問題についての指導助言にも引続きあたらせて参ります。

次に社会教育関係でございます。それぞれ活力と生きがいに満ちた美しいふるさとづくりを推

進するために、それぞれ公民館におきましては、地域住民の生涯学習推進の拠点として、現代的

・地域的な課題をテーマとする講座を含め、各種学級・講座を充実して参りたいと思います。ま

た青少年教育につきましては、「青少年育成江府町民会議」を中心として家庭・学校・地域での

交流や活動に青少年が自ら学び、参加し行動することで生きる力を育み、一人ひとりが豊かなも

のの見方や考え方ができるようになるための基礎を作る育成活動を推進して参ります。また高齢

者の学習ニーズに対応するために総合的な学習・健康づくりを支援して参ります。

学園生に喜ばれ満足していただける明徳学園の開講を続けて参ります。また、芸術文化事業や

文化財の保護保全の推進にも努めて参ります。

人権・同和教育におきましては、部落の完全解放とあらゆる差別の解消に向けて推進体制の充

実、指導者の育成など全力を傾注し、「人権文化」、「人権尊重」に満ちた町づくりを推進して

参ります。

また図書館でありますが、２２年度予算におきまして、本館と小中学校および保育園図書資料

等々のシステム調整は行わせていただき、図書の購入等も予算化いただき、実施中ではございま

すが、今後統一的な整備を行ったり、インターネット等を活用した正確かつ迅速な検索システム

等の充実を図って参りたいと思います。

保健体育関係でございます。町民の健全な心身の保持、健康増進のため、「誰でも、いつでも、

どこでも、いつまでも」気軽にスポーツに親しむことができるよう、生涯スポーツを推進し、ス

ポーツの日常化、軽スポーツの普及に努めます。

学校給食では、江府町産特別栽培米を完全米飯給食に引続き取り入れるなど、地産地消の推進
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を図り、生産者の顔の見える食材の提供に努めて参ります。

以上、一般会計関係についての主な点について、方針を述べさせていただきました。

次に、平成２３年度江府町特別会計予算でございます。主だったものだけ申し上げたいと思い

ます。

国民健康保険特別会計（事業勘定）。予算総額３億９，３２８万５，０００円でございます。

対前年９８．１％となっているところでございます。本町の国民健康保険の実状として平成２３

年１月末現在、被保険者数は７７５人であり、その内３６３人が前期高齢者の方で全体の４６．

８％を占めている状況にあり、医療給付を受ける年代層が年々増加する傾向にあるために、依然

として医療費の増加傾向にあります。このような傾向を踏まえ、今後の国保会計の運営について、

国民健康保険運営協議会において議論を深めていただきたいと思っておるところでございます。

とにもかくにも、病気の早期発見、早期治療を原則として、予防対策に重点を置きながら、医

療費の適正化にさらに努めてまいります。

国民健康保険特別会計（施設勘定）。２億８，６６６万６，０００円。前年対比１０６．６１

％でございます。本町の国民健康保険江尾診療所におきましては、通常の診療のほか、診療所の

特色でもある糖尿病外来及び高血圧・心臓病外来をはじめ「もの忘れ外来」などの専門外来を設

置しており、保健、医療、福祉の連携のもと住民サービスに努めているところであります。

また、例年江尾診療所で動脈硬化予防外来などに携わっていただいております谷口医師が、昨

年１０月に鳥取大学医学部に設置されました地域医療学講座が開設されたわけでございますが、

教授として就任されております。本町にとりましても、さらに鳥取大学との太い連携の道筋がで

きたと喜んでいるところであります。今後におきましても、より一層の協力関係を深めまして、

医師の確保をはじめ、質の高い医療を提供できる体制に努めて参りたいと思います。

以上、国民健康保険特別会計予算につきましては、国民健康保険運営協議会の審議を経て提案

いたすものであります。

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）。４億７，４９３万円、対前年１０７．０９％。

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）。２４４万３，０００円、対前年８９．０６％。

介護老人保健施設特別会計９，５６２万円、対前年２５０．１３％。

後期高齢者医療特別会計４，４３０万３，０００円、対前年８６．２３％。

索道事業特別会計６，９９３万円、対前年１０３．６９％。

奥大山スキー場におきまして昨年末に起きました雪崩災害は、尊い４名の方が犠牲となられま

した。本当に大きな災害が発生いたしたところでございます。大自然の持つもう一つの側面を示
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すものでした。このたびの雪崩災害を教訓に、お客様と従業員の安全確保のため万全を期し、信

頼される索道運営に努めてまいります。特に人材育成という形におきまして、研修等重点的に実

施して参りたいと考えております。

簡易水道事業特別会計１億１４６万５，０００円、対前年９８．９３％。

第二共同簡易水道につきましては、水源水量が平成２０年度から減少しており、本年度は、電

気探査による水源の候補地を選定いたしたいと考えております。

農業集落排水事業特別会計２億４，７５６万９，０００円、対前年１１０．４２％。

林業集落排水事業特別会計５５９万１，０００円、前年同額。

特定環境保全公共下水道事業特別会計５，７７６万８，０００円、９５．５３％。

下水道の整備につきましては、農業集落排水処理施設８施設、林業集落排水処理施設２施設、

特定環境保全公共下水道事業１施設、合併処理浄化槽設置整備により、平成２２年４月現在での

整備率は、世帯数９３％、人口で９２．６％となっております。

平成２１年度から工事着手した美用地区におきましては、２３年度完了予定で事業を進めてい

きます。なお、管路整備が進んだ小原集落は４月から一部供用開始します。杉谷地区は、２４年

度工事着手を目指し、本年度は測量設計委託を行います。

その他、江尾財産区特別会計、並びに神奈川財産区特別会計、米沢財産区特別会計、それぞれ

３財産区の予算を計上いたしております。

以上、行財政方針を述べさせていただきました。

ここに平成２３年度一般会計並びに特別会計予算を提案し、関係条例の一部改正をはじめ平成

２２年度各会計補正予算等４０議案の提案につきましては、各課長の説明をもって提案とさせて

いただきます。

○議長（越峠 惠美子君） 町長の行財政方針説明が終了しました。ここで、しばらく休憩いたし

ます。再開は、１１時４０分からです。

午前１１時３５分休憩

午前１１時４０分再開

○議長（越峠 惠美子君） 再開をいたします。

日程に従い、議案第７号から議案第１７号までと、議案第３４号から議案第４６号までは、順

次、所管課長より、議案の詳細説明を求めますが、議案第１８号から議案第３３号については、

後日、予算特別委員会構成のもとに、当委員会に付託審査の予定になっておりますので、詳細説
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明は省略します。よって、議案第７号から議案第１７号までと、議案第３４号から議案第４６号

について所管課長の説明を求めます。

影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 失礼いたします。議案第７号、江府町特別職等の給与の特例に関す

る条例の一部改正についてご説明申し上げます。１枚おはぐり頂きたいと思います。改正条例を

お付けしておりますが、現在町長１８％、副町長・教育長１０％それぞれ給料カットしておりま

すが、それを引き続き２３年４月１日から来年３月３１日まで１年間特例期間の改正を行うもの

でございます。附則におきまして、この条例の施行日を平成２３年４月１日とするものでござい

ます。

続きまして、議案第８号、江府町区長の設置条例の一部改正について、ご説明させていただき

ます。１枚おはぐりいただきたいと思います。江府町区長の設置条例の一部を改正する条例をお

付けしております。

別表におきまして、行政区画が今現在、３９行政区となっておりますが、これに久連の一部で

あります美女石をあらたに行政区として追加いたすものであります。附則におきまして、この条

例の施行日を平成２３年４月１日とするものでございます。

続きまして、議案第９号でございますが、江府町課室設置条例の一部改正についてご説明させ

ていただきます。１枚おはぐりいただきたいと思います。江府町課室設置条例の一部を改正する

条例でございますが、現在６課を設置いたしておりますが、これを第１条におきまして８課とい

たすものでございます。あらたに産業振興課、奥大山スキー場管理課の２課を設けるものでござ

います。またこれに伴いまして農林産業課を農林課にするものでございます。以下それぞれの課

の分掌をお付けしておりますので、ご覧頂きたいと思います。附則におきまして、この条例は平

成２３年４月１日から施行するものでございます。

議案第１０号、江府町営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、ご説明させ

ていただきます。１枚おはぐり頂きまして、江府町営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例をお付けしておりますが、現在江府町第１駐車場の位置の表示が不明確となって

おりますので、これを明確に表示するためこの度の改正を行うものでございます。附則におきま

して、この条例の施行日を公布の日から施行するものとするものでございます。

以上、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 西田町民生活課長。

○町民生活課長（西田 哲君） 議案第１１号、江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条
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例の一部改正についてご説明いたします。１枚おはぐり頂きたいと思います。特定公共賃貸住宅

の家賃は、各市町村の条例で定めるものでありますが、町といたしましては、建設後１５年以上

経過いたしました住宅の見直しを行い、佐川団地の平成６年度、平成７年度建設の６戸を公営住

宅法の家賃算出基準に照らし合わせまして計算いたしまして、４万円の家賃を３万７，０００円

といたすものであります。附則といたしまして、この条例は平成２３年４月１日から施行するも

のでございます。ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 太田建設課長。

○建設課長（太田 厚君） 議案第１２号、江府町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する

条例の一部改正について、ご説明申し上げます。おはぐり頂きまして、本案は別表第１を次のよ

うに改める。附則、この条例は平成２３年４月１日から施行する。

おはぐり頂きまして、別表第１ですけども、一番下の段に施設の名称、美用地区農業集落排水

事業、区域、江府町大字美用のうち指定区域を加えております。平成２１年度から工事着手して

おります美用地区農業集落排水事業の一部であります小原地区の管路工事が完了することにより、

その部分を４月１日から供用開始するものでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 瀬島農林産業課長。

○農林産業課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第１３号、江府町特別導入事業基金条例

の一部改正について、ご説明申し上げます。１枚おはぐり下さいませ。本案は、今まで国、県、

町で基金上程して実施しておりました優良繁殖牛導入支援事業が平成２２年度を持って終了した

為、終了後も引き続き、町単独で家畜導入事業を継続していくため、条例を一部改正するもので

ございます。改正いたします主な内容でございますが、第１条におきまして国・県の要領の規定

を削除させて頂いております。第２条におきまして、基金の総額を６０４万６，０００円から１

２０万円とし、町単独でいたすものであります。

また、第５条、第６条、第７条におきまして基金の運用部分について、改正をさせて頂いてお

ります。施行につきましては、平成２３年４月１日からとさせていただきます。ご審議の上、ご

承認賜りますよう宜しくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 議案第１４号、江府町営駐車場に係る指定管理者の指定についてご

説明申し上げます。１枚おはぐりいただきたいと思います。江府町営駐車場の管理者を次のよう

に指定する。１．施設の名称、江府町営駐車場（江府町第１駐車場）。２．施設の所在地、江府
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町大字江尾字中屋敷２０６３番地１７、２０７０番地２、２０７１番地、２０７５番地２、２０

７６番地１３、２０７６番地１４。３．指定管理者となる団体の名称、社会福祉法人江府町社会

福祉協議会会長清水忠良。４．指定期間、平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日まで、

この３年間とするものでございます。以上、ご審議の上、ご承認賜りますよう宜しくお願いいた

します。

○議長（越峠 惠美子君） 矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） 議案第１５号、第４次江府町総合計画後期基本計画の策定につ

いて、ご説明させて頂きます。本案は、第４次江府町総合計画が策定から５年を経過するに当た

りまして、基本構想について見直しを行ったものでございます。この第４次総合計画につきまし

ては、平成１８年度に１０ヵ年の目標指針について、総論、基本構想、基本計画により構成され

まして、「小さくても元気で明るい輝きのあるまちづくり」これを基本理念といたしまして、７

つの基本方針に基づいて策定されております。また平成１８年には、５ヵ年の「江府町まちづく

り計画」が策定されておりました。

この度の見直しに当たりましては、江府町まちづくり計画の強化、検証をいたしながら新たな

過疎計画をも勘案し、基本理念、基本方針こちらのほうには載っておりまして、今後５年間の方

向、指針について昨年８月から１４名の審議委員の皆様に加え、各課の課長等ご参加いただき、

ご協議、検討頂いております。この度、ご答申頂きました素案に基づきましてまとめてきたもの

でございます。財政的に厳しい状況は続きますけども、安心安全で江府町がいきいきと輝くよう

なまちづくりのために、町民の皆様と共に一歩ずつ前進していく指針としていきたいと思います。

地方自治法第２２条第１項第４項の規定により議会の議決を求めるものでございます。ご審議の

上、ご承認賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

○議長（越峠 惠美子君） 続いてお願いします。

○企画政策課長（矢下 慎二君） はい。続きまして、議案第１６号、鳥取県西部ふるさと振興基

金の廃止に伴う財産処分に関する協議について、ご説明させて頂きます。１枚おはぐり頂きたい

と思います。本案は、鳥取県西部ふるさと振興基金がこの度廃止に伴いまして、各市町村から基

金を積んでおります、この財産処分に対して各議会でご協議いただくということであります。内

容といたしましては、振興基金の出資金の処分について返還する内容でございます。

そして２番目。この基金に基づきまして、運用益が生じております。これを各基金の出資額の

按分で各市町村に分けるということでございます。処分年月日は３月３１日でございます。これ

は、西部広域行政管理組合の条例上、財産処分に当たるということで、各市町村の協議を求める
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ということでございます。１枚おはぐり頂きまして、別紙、財産処分に関する調書がございます。

この中で各市町村に返還になる金額を挙げております。江府町につきましては、出資金７４６万

５００円、運用益金の分配額２６万９，７９３円、合計７７３万２９３円の返還となるものでご

ざいます。

ご審議の上、ご承認賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

○議長（越峠 惠美子君） 太田建設課長。

○建設課長（太田 厚君） 議案第１７号、一般国道１８１号（江府道路）道路改築事業に関連す

る町道洲河崎下安井線橋りょう新設工事及び取付道路工事の施行に関する基本協定の締結につい

て、ご説明申し上げます。おはぐり頂きまして、基本協定書。本案は、国道１８１号と町道洲河

崎下安井線を結ぶ橋長１００．８ｍ、有効幅員６．５ｍの大型車両が対面通行できる町道橋で、

江府道路の工事用道路としても利用されるものであります。

右岸側の工事が江府道路橋りょう工事と併せて施工する必要があり、町道橋の工事を県で施行

いただくための基本協定を鳥取県知事と協定いたすものであります。

基本協定書の内容をご説明申し上げます。鳥取県と江府町は、一般国道１８１号の道路改築事

業に関連する町道洲河崎下安井線橋りょう新設工事及び取付道路工事の施行に関する基本事項に

ついて、次のとおり協定を締結する。

第１条、工事の施行でございますけども工事は別冊計画書に基づき、実施するものとする。

第２項、工事の施行は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

（１）橋りょう工事のうち設計業務 乙

（２）橋りょう工事のうち上部工、下部工及び護岸工事 甲

（３）取付道路工事 甲

ということでございます。

第２条で費用の負担でございますが、第１項で工事に要する費用の負担は、次項から第４項ま

でに定めるとおりとする。２項ですが、橋りょう工事に要する費用の負担割合は、甲２５．７８

パーセント、乙７４．２２パーセントとする。３項ですが、取付道路工事に要する費用は、全額

乙が負担することとする。それから第３条で工事費の予定額ですが、第１項で前条の規定に基づ

き、甲及び乙が負担する工事費の予定額は、別表のとおりとするということで、はぐって頂きま

して次の次のページに別表ということで付けております。元に戻って頂きまして、２項では前項

の規定にかかわらず、甲が受託する工事に係る乙の納付額は、次のとおりとする。乙納付額３億

４，２００万円ということでございます。第４条で、各年度の施行協定ということで、１項で甲
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及び乙は毎年度、当該年度に施行する工事内容、工事費及び事務費の負担額、負担額の支払方法

について施行協定を締結するものとする。おはぐり頂きまして、第８条、財産の帰属及び管理で

ございますけれども１項で、工事により建設された財産の帰属は次のとおりとし、その管理は財

産の帰属する者が行うものとするということで、河川施設（護岸）は甲、道路施設（橋りょう及

びその付属施設並びに取付道路）は、乙ということでございます。１１条ですがこの協定の有効

期間は、協定締結の日から平成２４年度の末日までとする。甲が鳥取市東町一丁目２２０番地。

鳥取県鳥取県知事、平井伸治。乙が日野郡江府町大字江尾４７５番地。江府町江府町長、竹内敏

朗という相手方の協定でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 矢下企画政策課長。

○企画政策課長（矢下 慎二君） はい。失礼いたします。議案第３４号、平成２２年度鳥取県日

野郡江府町一般会計補正予算（第７号）について、ご説明させて頂きます。本案は、歳入歳出そ

れぞれ２，３８５万３，０００円を追加しまして、歳入歳出それぞれ３４億３，９０６万３，０

００円といたすものでございます。１枚おはぐり頂きたいと思います。歳入歳出につきまして、

主だったものを説明させて頂きます。歳入、町税５番町民税、１０番固定資産税でございますが、

増額でございます。町民税２９０万円、固定資産税１，７５０万５，０００円。これにつきまし

ては、町民税は法人税割、こちらの増額でございます。固定資産につきましては、サントリーさ

んの償却資産、こちらの方が増額になっております。５０番地方交付税、５番地方交付税３，１

４１万６，０００円の増額をしております。こちらにつきましては、今年の交付税の単位費用の

見直しの部分と雇用関係の額の増加になっております。ほぼ確定の額でこちらのほう、増額とさ

せて頂いております。おはぐり頂きまして、７０番国庫支出金、７５番県支出金につきましては、

事業の減少に伴います国庫支出金、県支出金の減額でございます。８０番財産収入、１０番財産

売払収入で、９５４万円増額補正をしております。こちらのほうは町行造林、流木の代金を計上

させて頂いております。

歳出でございます。１０番総務費、５番総務管理費といたしまして、２，２０２万７，０００

円の増額をしております。これは、一般会計から索道会計への繰出金３，９１２万５，０００円。

その他電算システム、バス購入、地デジ、事業の補助金等が事業減少しております。トータルで

２，２０２万７，０００円の増額補正をしております。民生費、衛生費。民生費につきましては、

事業に伴います減でございます。２０番衛生費、５番保健衛生費でございます。６５０万３，０

００円の増額補正でございます。こちらの方は、日野病院の負担金及びインフルエンザ等の予防

接種の事業費が増額になっております。
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あと労働費、農林水産業費、商工費につきましては、事業費減に伴います減額補正でございま

す。

４０番土木費、５番道路橋梁費につきましては、９９４万９，０００円増額補正させて頂きま

す。

これにつきましては、この度の豪雪関係によります除雪費の増額でございます。おはぐり頂き

まして、教育費につきましても事業費に伴います減額となっております。６５番諸支出金、１０

番基金費でございます。４，０７３万８，０００円。こちらの方は財政調整基金の積立てという

ことで予算計上させて頂いております。補正額２，３８５万３，０００円の増額補正とさせて頂

きたいと思います。

次ページ、５ページ、繰越明許費でございます。そちらに事業名８件記載しております。雪害

対策調査事業７２万９，０００円、他７件トータル１億３，５１３万１，０００円。これを２３

年度繰越明許費ということで、あげさせて頂いております。

１枚おはぐり頂きまして、６ページ。債務負担行為補正ということでございます。本日の説明

でもございました、洲河崎下安井線橋りょう新設工事に伴います債務負担行為の補正ということ

で、２億８，８８０万円の限度額と設定をいたしております。

続いて７ページ。地方債補正でございます。この中で過疎対策事業、限度額を５，７７０万円、

こちらの方を５，７３０万円で限度額補正をいたしております。以下、事項別明細書を添付いた

しておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 西田町民生活課長。

○企画政策課長（西田 哲君） 議案第３５号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等

貸付事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。本案は、歳入歳出それぞれ

９４万４，０００円を追加し、３１４万３，０００円といたすものであります。１枚おはぐり頂

きたいと思います。歳入でありますが、繰入金を６７万１，０００円減額し、一般会計からの繰

入金をゼロといたすものであります。諸収入といたしまして、１６１万５，０００円を追加し、

２７７万３，０００円、合計を９４万４，０００円増額し、３１４万３，０００円といたすもの

であります。

１枚おはぐり頂きたいと思います。歳出でありますが、予備費を９４万４，０００円追加し、

１３２万３，０００円、歳出合計を３１４万３，０００円といたすものであります。以下、事項

別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願いいたします。
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○議長（越峠 惠美子君） 本高福祉保健課長。

○福祉保健課長（本高 善久君） 議案第３６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険

特別会計（事業勘定）補正予算（第４号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算の

総額から歳入歳出それぞれ８６９万３，０００円を減額いたしまして、予算の総額を４億２，７

５８万２，０００円といたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳入におきます主な

補正の内容でございます。１５番共同事業交付金、５番共同事業交付金。補正額が２，２３８万

８，０００円、合計４，７４７万円といたすものであります。これは、当初見込んでおりました

医療費がレセプトで３０万円以上の点数が増額いたした為、この金額が増額いたしたものでござ

います。続きまして７０番国庫支出金、１０番国庫補助金補正額１，６９５万４，０００円減額

いたしまして、１，５６９万８，０００円といたすものでございます。これは、国保からの普通

財政調整交付金が大幅に減額になっておりますのは、交付金の算定の中に前年度と比較いたしま

して、前期高齢者交付金の額が大幅に増額になっております。それを差し引きすることになって

いるために減額となるものでございます。なお、県の補助金、これも同じようなルールに基づい

て減額となっております。一番下の繰入金でございます。９０番繰入金、５番一般会計繰入金、

補正額１，０２６万２，０００円の減額いたしまして、１，１７３万８，０００円といたすもの

でございます。これは、法定におきます保険料の減免の措置がございまして算出いたしましたと

ころ、当初見込んでおったよりも減額いたしておるものでございます。１枚おはぐり頂きまして、

歳出におきます主な補正の内容でございます。１０番保険給付費、１０番高額療養費、９０万円

を減額いたしております。これは、当初見込んでおりました退職被保険者の高額療養費が決算見

込みによりまして、減額いたしたものでございます。後それぞれ減額となっておりますところは、

事業が完了しましたことによりまして、減額いたしております。４０番諸支出金、５番償還金で

ございます。１８万円増額いたしまして、５８２万円となっておりますが、これは、平成２１年

度の国庫補助金の額が確定いたしまして、それを返還いたすものでございます。以下、事項別明

細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお

願いいたします。

続きまして、議案第３７号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘

定）補正予算（第３号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算総額から歳入歳出そ

れぞれ１，０４０万円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，３０７万５，

０００円といたすものでございます。１枚おはぐりいただきまして、歳入におきます主な補正の

内容でございますが、９０番繰入金、５番繰入金、補正額１，０２０万円を減額いたしまして、
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５，１９５万５，０００円といたすものでございます。これは、今後の診療報酬等の収入が増加

する見込みでございますので、繰入金として財政調整基金を取り崩すようにいたしておりました

が、この見込みがございますので、この度減額いたすものでございます。また、町債でございま

すが、補正額２０万円を減額いたしまして、２００万円といたすものでございます。これは、歯

科の診療台の入札が終了いたしまして、減額いたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、

歳出におきます主な補正の内容でございますが、一番下の予備費でございます。９０番予備費、

１，０７０万円を減額いたしまして、３，３２８万４，０００円といたすものでございます。こ

れは、先ほど申し上げました歳入におきまして、繰入金が減額いたします。これに伴うものでご

ざいます。なお医業費と事業が関連いたしまして、事業が完了いたした為に減額等行うものでご

ざいます。医業費におきまして８万４，０００円増額いたしておるところでございますが、一部

医療機器の入札が減になるものとまたレントゲンの球が老朽化いたしまして、それを交換するた

めに修繕料を挙げております。続きまして、第２表地方債の補正でございます。過疎対策事業、

病院事業債それぞれ１０万円ずつ補正となっておりますが、先ほど申し上げました歯科の診察台

の財源といたしまして、入札が終了いたしまして額が決定いたしましたので、それぞれの起債を

変更いたすものでございます。以下、事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きまし

てご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第３８号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町老人保健特別会計補正予算（第

２号）について、ご説明申し上げます。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１２０万

５，０００円を減額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０４万円といたすものであ

ります。

１枚おはぐり頂きまして、歳入におきます主な補正の内容でございます。１０番支払い基金交

付金から９０番の繰入金まですべて減額となっております。これは、平成２０年度以降の老人保

健会計におきましての医療費の過誤並びに未請求のものが、この度ございませんので、すべて減

額となっております。諸収入といたしまして、雑入５，０００円を挙げておりますが、これは老

人保健分の国庫負担金の返還金がございましたので、計上いたしております。

１枚おはぐり頂きまして、歳出におきます主な補正の内容でございますが、５番医療諸費、５

番医療諸費でございますが、１２１万円を減額いたすものでございます。先ほど歳入で申し上げ

ましたように本年度は平成２０年度までの老人保健に関わります医療費がありませんでしたので、

すべて減額といたすものでございます。１０番諸支出金、１０番繰出金でございますが、補正額

１００万６，０００円を増額いたしまして、１００万７，０００円といたすものでございます。
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これは今まで繰越金等で計上いたしておりましたものを一般会計に繰り出しいたすものでござい

ます。本会計に当たりましては、厚生労働省より通達がございまして、平成２２年度限りで特別

会計を廃止いたしまして、平成２３年度では一般会計で処理を行うようにと指示があっておりま

す関係上、このような処置になっておるところでございます。以下、事項別明細書を添付いたし

ておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第３９号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事

業勘定）補正予算（第４号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算の総額から歳入

歳出それぞれ１，３９６万７，０００円を減額いたしまして、予算の総額を歳入差出それぞれ４

億７，５１９万７，０００円といたすものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳入におき

ます主な補正の内容でございますが、すべて減額となっております。これは、１０番支払基金交

付金から９０番繰入金につきましては、変更交付申請に基づいて減額いたすものでございますが、

これは平成２２年４月から１２月までの実績と今後の見込みを過去の伸び率から算定をいたすも

のでございまして、このように減額となっておるものでございます。１枚おはぐりを頂きまして、

歳出におきます主な補正の内容でございます。１０番の保険給付費、５番の介護保険サービス等

諸費。補正額２００万円、補正後の額が４億２１６万８，０００円となっております。これは、

施設入所の方の増加が見込まれるものでございまして、その為に増額いたしておるものでござい

ます。その他につきましては、概ね事業等の作業が終了いたしておりますので、減額をいたして

おります。以下、事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承

認賜りますようよろしくお願いいたします。

議案第４０号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

補正予算（第２号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

８万円を追加いたしまして、予算の総額を３０２万６，０００円といたすものでございます。１

枚おはぐり頂きまして、歳入におきます補正の内容でございますが、５番サービス収入、５番予

防給付費収入でございます。補正額８万円を増額いたしまして、１５４万９，０００円といたす

ものでございます。これは、介護予防対象者の方が増加いたしまして、そのために収入が増加し

たものでございます。１枚おはぐり頂きまして、歳出におきます主な補正の内容でございますが、

１０番サービス事業費、５番介護予防サービス事業費でございます。補正額７９万２，０００円

を減額いたしまして、１６８万３，０００円といたすものでございます。介護予防に関わります

ケアプランの委託料の減でございまして、委託は社会福祉協議会のほうに委託しておりましたが、

年度当初、社協のほうの人材不足の件がございまして委託が出来ませんでした。その為に、地域
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包括支援センター独自でケアプランを作成したために、委託料が減額となったものでございます。

以下、事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認賜ります

ようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第４１号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）について、ご説明いたします。本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ２８

万２，０００円を減額いたしまして、予算の総額を４，４６４万３，０００円といたすものでご

ざいます。

１枚おはぐり頂きまして、歳入におきます主な補正の内容でございますが、５番保険料、５番

後期高齢者医療保険料。補正額２６万２，０００円を減額いたしまして、２，７６２万４，００

０円といたすものでございます。これは、決算見込みに基づいての減額をいたすものでございま

す。１枚おはぐり頂きまして、歳出におきます主な補正の内容でございます。５番総務費、５番

総務管理費。３２万３，０００円の減額をいたしまして、１３４万４，０００円といたすもので

ございますが、これは後期高齢者の保険証配布にあたりまして、各集落単位に職員が配布いたし、

通信運搬費が不用となりましたための減額でございます。あと決算見込みによりまして、減額、

増額をいたしておるものでございます。以下、事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧

頂きましてご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 瀬島農林産業課長。

○農林産業課長（瀬島 明正君） はい。議案第４２号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町索道事

業特別会計補正予算（第４号）につきまして、ご説明申し上げます。本案は、既定の予算総額か

ら歳入歳出それぞれ１，９７５万２，０００円を減額いたしまして、予算総額を７，０７３万６，

０００円といたすものでございます。１枚おはぐり下さいませ。補正いたします主な内容でござ

いますが、先ず歳入でございますが、款６５番使用料及び手数料、項１０番使用料といたしまし

て、５，２５３万１，０００円の減額。これは、１月１日から２月９日までのスキー場の休業に

伴いますリフト利用料金の収入の減額でございます。それから、款９０繰入金、項５繰入金とい

たしまして、３，９１２万５，０００円の増額。これは、休業に伴います収入の減少を一般会計

からの繰入金により補正するものでございます。続きまして、款１００番諸収入、項２５番雑入

としまして、６３４万６，０００円の減額。こちらのほうも休業に伴います売店、レンタルスキ

ー等の収入の減額でございます。１枚おはぐり頂きまして、歳出の方でございます。款１０番索

道管理費、項１０番索道管理費としまして、１，４７５万５，０００円の減額。こちらの主なも

のは、休業に伴います索道従業員の方の賃金、グリーンステージ等からの派遣を頂いております
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が派遣委託料等の減額でございます。また索道施設整備積立金１，１００万円を計上いたしてお

りましたが、こちらを丸々減額いたすものでございます。また款９０番、項９０番予備費。こち

らのほうも４９９万７，０００円減額いたすものでございます。以下、事項別明細書を添付いた

しておりますので、ご覧頂きましてご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 太田建設課長。

○建設課長（太田 厚君） 議案第４３号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号）につきましてご説明申し上げます。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１３４万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９，５１２万１，０００円といたすものです。おはぐり頂きまして、

第１表予算補正ですが、補正いたします主な内容は歳入につきましては、款５水道料、項５給水

料は今までの実績から見込み、６９万円を減額いたすものでございます。款９０、項５繰入金は

補正額はありませんが、受け入れる区分を変更するもので、一般管理費分を１３３万８，０００

円増額、水道事業費分を３１万５，０００円減額、公債費分を１０２万３，０００円減額いたす

ものでございます。款１００諸収入、項５雑入は、農業集落排水工事に伴う水道管移転補償費を

６５万円減額補正いたすものでございます。おはぐり頂きまして、歳出につきましては、款５総

務費、項５総務管理費は３６万８，０００円を減額するもので、需用費、修繕料を１００万円の

増額。水質検査委託料１３６万７，０００円を減額すること等によります。款１０水道事業費、

項５水道施設整備費は、９６万５，０００円を減額するもので、美用地区農業集落排水工事に伴

う水道管移転の設計委託料３２万円の減、工事請負費６４万５，０００円の減額することによる

ものでございます。

款１５、項５公債費は、補正額はありませんが、財源を組み換えいたすものでございます。款

９０予備費、項９０予備費は、７，０００円を減額するものです。以下、事項別明細書を添付い

たしております。

続きまして議案第４４号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）につきまして、ご説明申し上げます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入

歳出それぞれ１０７万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，

７７２万４，０００円といたすものでございます。おはぐり頂きまして、第１表歳入歳出予算補

正ですが、補正いたす主な内容は、歳入につきましては款６５使用料及び手数料、項５使用料は、

過年度分使用料として４万２，０００円を増額いたすものです。款９０繰入金、項５繰入金は、

２６４万８，０００円を減額いたすものです。款１００諸収入、項１０雑入は１５３万２，００
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０円増額補正いたすもので、内容は消費税還付金１５３万２，０００円を増額するものでござい

ます。

おはぐり頂きまして、歳出につきましては款５総務費、項５総務管理費は処理施設維持管理委

託料、汚泥引き抜き手数料の減により３６万円を減額いたすものです。款１０農業集落排水事業

費、項５農業集落排水施設整備費は、職員手当ての増額により１６万３，０００円増額いたすも

のです。款１５、項５公債費は、２１年度借入分の利息と一時借入金の利子の減額により８７万

７，０００円を減額いたすものでございます。以下、事項別明細書を添付いたしております。

続きまして、議案第４５号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町林業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）について、ご説明いたします。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ７万５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６９万８，００

０円といたすものでございます。おはぐり頂きまして第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いた

します主な内容は、歳入では款６５使用料及び手数料、項５使用料は、施設使用料を１万３，０

００円減額いたすものでございます。款９０、項５繰入金は６万２，０００円を減額いたすもの

でございます。おはぐり頂きまして、歳出につきまして款５総務費、項５総務管理費は汚泥引き

抜き手数料の減額により７万５，０００円減額いたすものでございます。以下、事項別明細書を

添付いたしております。

続きまして議案第４６号、平成２２年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から

それぞれ歳入歳出それぞれ６万６，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６，７０１万９，０００円といたすものでございます。おはぐり頂きまして、第１表歳入歳出予

算補正ですが補正いたします主な内容は、歳入につきましては款６０分担金及び負担金、項５分

担金ですが、過年度分負担金を４万５，０００円増額いたすものでございます。款６５使用料及

び手数料、項５使用料は、施設使用料を１１万１，０００円減額するものでございます。おはぐ

り頂きまして、歳出につきましては、款５総務費、項５総務管理費は、施設使用料等の増額によ

り３３万２，０００円を増額いたすものでございます。款１５、項５公債費は、償還金利子を１

４万８，０００円減額いたすものでございます。款９０、項９０予備費は、２５万円を減額する

ものでございます。以下、事項別明細書を添付いたしております。ご審議の上、ご承認賜ります

ようよろしくお願いいたします。

○議長（越峠 惠美子君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

これより、日程第１４、議案第１７号、一般国道１８１号（江府道路）道路改築事業に関連す
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る町道洲河崎下安井線橋りょう新設工事及び取付道路工事の施行に関する基本協定の締結につい

て、本案の審議を先議いたします。

議案第１７号の質疑を行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） ないので、質疑を終結します。

討論に入ります。

〔討論なし〕

○議長（越峠 惠美子君） 討論なしと認めます。

採決を行います。

議案第１号、本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決いたしま

した。

・ ・

日程第４４ 予算特別委員会の設置について

○議長（越峠 惠美子君） 日程第４４、予算特別委員会の設置について。

おはかりいたします。議長発議として、新年度予算議案の件は、特別委員会を設置し、審査を

行いたいが、これの設置について、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） ご異議なしと認めます。よって予算審議は、特別委員会を設置して審

査することに決しました。

おはかりいたします。議長発議として、各特別委員会の名称並びに委員の構成は、江府町議会

委員会条例第５条の規定により、一般会計予算特別委員会とし５名、特別会計予算特別委員会と

し４名をもって、それぞれの特別委員会を設置し、以上の委員数で構成することにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、各特別委員会の設置並びに委員の構

成は、議長発議のとおり決しました。

おはかりいたします。各特別委員会の委員の指名は、江府町議会委員会条例第６条の規定によ

り、議長において指名することとし、一般会計予算特別委員会委員には、森田智議員、上原二郎
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議員、長岡邦一議員、宇田川潔議員、越峠惠美子の５名、特別会計予算特別委員会委員には、川

上富夫議員、田中幹啓議員、川端雄勇議員、日野尾 優議員の４名、以上指名いたします。これ

にご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、所属委員は、議長指名のとおり決し

ました。

それでは、ここで暫時休憩とし、その間に各特別委員会では、直ちに正副委員長を互選し、議

長まで、報告をいただきたい。暫時この場で休憩いたします。

午後０時３５分休憩

午後０時３６分再開

○議長（越峠 惠美子君） 再開いたします。

では各特別委員会より報告のあった正副委員長を公表いたします。

一般会計予算算特別委員会委員長、森田智議員、副委員長、上原二郎議員。特別会計予算特別

委員会委員長、川上富夫議員、副委員長、田中幹啓議員の以上であります。

では、各委員会に付託する議案は、次のとおりであり会期中の審査として付託します。

一般会計予算特別委員会は議案第１８号を、特別会計予算特別委員会は議案第１９号から議案

第３３号までの１５件、以上、それぞれの委員会に付託するので、結果を会期中に報告を求めま

す。

・ ・

日程第４５ 陳情書の処理について

○議長（越峠 惠美子君） 日程第４５、陳情書の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、お手元に配りました陳情文書表のとおりです。

おはかりいたします。陳情第１号の１件は、総務経済常任委員会に付託し、陳情第２号の１件

は、教育民生常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（越峠 惠美子君） ご異議なしと認めます。よって、陳情第１号は総務経済常任委員会に、

陳情第２号は、教育民生常任委員会に付託することに決しました。

会期中の審査をお願いします。

・ ・
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○議長（越峠 惠美子君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了しました。

これをもって、散会とします。どうもご苦労様でした。

午後０時３８分散会
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